
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

四

四

号

内
閣
衆
質
一
九
五
第
四
四
号

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
報
道
の
自
由
を
守
る
た
め
の
法
改
正
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
報
道
の
自
由
を
守
る
た
め
の
法
改
正
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
際
連
合
人
権
理
事
会

第
二
十
八
回
普
遍
的
・
定
期
的
レ
ビ
ュ
ー
作
業
部
会
に
お
い
て
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
四
日
（
現
地
時
間
）
に
実
施
さ

れ
た
我
が
国
に
つ
い
て
の
普
遍
的
・
定
期
的
レ
ビ
ュ
ー
の
第
三
回
審
査
で
示
さ
れ
た
我
が
国
に
対
す
る
勧
告
に
つ
い
て
は
、

そ
の
内
容
を
個
別
に
精
査
の
上
、
し
か
る
べ
く
対
応
を
検
討
す
る
考
え
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
は
、
報
道
の
自
由
を
は
じ
め
、
表
現
の
自
由
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
の
一

つ
で
あ
り
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
現
行
国
内
法
制
に
お
い
て
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。


